
住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業における手続代行者の不正申請等に係る

処分に関する規程 

  

（目的）  

第１条 この規程は、財団法人東京都環境整備公社（以下「公社」という。）が定めた住宅

用太陽エネルギー利用機器導入促進事業補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）

に基づき、公社が住宅用太陽エネルギー利用機器を設置する方に交付する住宅用太陽エ

ネルギー利用機器導入促進事業補助金（以下「本補助金」という。）において、その申

請手続きを交付要綱第9条により行うことができる手続代行者が、交付要綱の規定に従っ

て手続きを遂行していない場合における処分内容に関し定めることを目的とする。  

 

（適用範囲）  

第２条 この規程は、本補助金の申請等に際し、申請者に代わり手続きを行う全ての者に適

用するものとする。  

 

（現地調査等）  

第３条 公社は、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運営を図るため、必要に応じて補助事

業者等に対して報告を求め、又は現地調査等を行うことができるものとする。 

 

（処分）  

第４条 申請書類の改ざん、無断申請等交付要綱第9条3項に該当する事項が認められた場合

において、別表に定める処分を下すこととする。  

２ 公社は前項の処分をしたときは、当該手続代行者の名称及び不正の内容を公表するもの

とする。 

３ 次に掲げる処分を下すにあたり、別途定める委員会に諮問し、答申に基づき公社が決定

する。  

① 手続代行停止処分 

② 手続代行者に対する補助金相当額の返還請求 

③ 別表に該当しない事項に関する処分 

 

（委員会の設置）  

第５条 前条の処分を決定するにあたり、委員会を設置するものとする。  

２ 委員会は、東京都、弁護士、有識者から構成されるものとする。  

３ 委員会は、公社より提出された報告書等により審議を行い、答申するものとする。 

  

 



（処分の通告）  

第６条 公社は、委員会の答申に基づき決定した処分内容に関し、文書にて処分該当者に通

告を行うものとする。  

 

附則  

この規程は、平成２１年７月６日から効力を有するものとする。  

 

別表  

 

１． 申請書類等の改ざん  

  悪質性が認められる場合 

初回 

 

 

・文書による注意勧告 

・顚末書の提出 

・３ヶ月以内の手続き代行停止 

・顚末書の提出 

・補助金相当額の返還請求 

二回目以降 

 

・手続き代行無期限停止 

・補助金相当額の返還請求 

 

 

２． 無断申請 

初回 

 

 

・６ヶ月以内の手続き代行停止 

・顚末書の提出 

・補助金相当額の返還請求 

二回目以降 ・手続き代行無期限停止 

・補助金相当額の返還請求 

 

 


